
等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成 30年 4月 1日現在） 

 

ア 行政職給料表 

職

務

の

級 

基準となるべき職務 

合 計 内 訳 職制上の段階 

人 ％ 職 名 人 人 ％ 段階 

1

級 

１ 主事の職務 

２ 主事補の職務 107 26.8 

主事 

保育教諭 

103 

4 

187 46.9 
係
員
級 2

級 

１ 主任の職務 

２ 行政専門員の職務 

（再任用短時間勤務職員） 
80 20.1 

主任 

幼稚園教諭 

保育教諭 

行政専門員 

50 

1 

7 

22 

3

級 

１ 副主査の職務 

２ 主幹の職務 
77 19.3 

副主査 

主幹 

保育教諭 

保育教諭 

37 

32 

4 

4 

77 19.3 
係
長
級 

4

級 

１ グループ長の職務 

２ 課内室長の職務 

３ 主査の職務 

83 20.8 

グループ長 

課内室長 

幼稚園教頭 

副園長 

主査 

主任教諭 

保育教諭 

56 

1 

1 

3 

17 

2 

3 

83 20.8 

課
長
補
佐
級 

5

級 

 

１ 課長の職務 

２ 農業委員会事務局長

の職務 

３ 園長の職務 

４ 所長の職務 

５ 室長の職務 

（課内室長を除く） 

６ 副参事の職務 

23 5.8 

 

課長 

農業委員会事務

局長 

園長 

所長 

室長 

 

16 

1 

 

4 

1 

1 
23 5.8 

課
長
級 



職

務

の

級 

基準となるべき職務 

合 計 内 訳 職制上の段階 

人 ％ 職 名 人 人 ％ 段階 

6

級 

１ 次長の職務 

２ 参事補の職務 18 4.5 

次長 

参事補 

17 

1 18 4.5 
次
長
級 

7

級 

１ 部長の職務 

２ 市長公室長の職務 

３ 会計管理者の職務 

４ 議会事務局長の職務 

５ 参事の職務 

11 2.7 

部長 

市長公室長 

会計管理者 

議会事務局長 

 

8 

1 

1 

1 

 

11 2.7 
部
長
級 

 合計 399 100    

 

 

 

 

イ 就業規則給料表 

職

務

の

級 

基準となるべき職務 

合 計 内 訳 職制上の段階 

人 ％ 職 名 人 人 ％ 段階 

1

級 

 

１ 電話交換手の職務 

２ 一般技能職員（物の製造

若しくは修理又は機器の

運転若しくは操作に従事

する職員をいう。以下同

じ。）の職務 

３ 調理等の家政的業務を

行う職員の職務 

４ 自動車運転手の職務 

５ 用務員、労務作業員等の

職務 

 

1 9.1 

 

調理員(再

任用短時間

勤務職員) 

 

1 

 

9.1 

9.1 
係
員
級 



職

務

の

級 

基準となるべき職務 

合 計 内 訳 職制上の段階 

人 ％ 職 名 人 人 ％ 段階 

2

級 

 

１ 相当の技能又は経験を

必要とする電話交換手の

職務 

２ 相当の技能又は経験を

必要とする一般技能職員

の職務 

３ 相当の技能又は経験を

必要とする家政職員の職

務 

４ 相当の技能又は経験を

必要とする自動車運転手

の職務 

５ 特に困難な業務を行う

用務員等の職務 

0 0.0 

  

0 0.0 
係
員
級 

3

級 

 

１ 電話交換手を直接指揮

監督する職員の職務 

２ 一般技能職員を直接指

揮監督する職員の職務 

３ 家政職員を直接指揮監

督する職員の職務 

４ 自動車運転手を直接指

揮監督する職員の職務 

５ 高度の技能又は経験を

必要とする自動車運転手の

職務 

10 90.9 

 

事務補 

調理員 

 

4 

6 

 

10 

90.9 
係
長
級 

合 計 11 100 

 


